
 
 

 

  

  

  

  

  

財務省障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況

評価年度 令和３年度 

目標に対する

達成度 

①採用に関する目標 

〇令和４年６月１日時点の実雇用率 ２．７８％ 

（参考）令和４年６月１日時点の法定雇用率 ２．６％ 

②定着に関する目標 

〇令和４年６月１日時点の前年度採用者における離職者 ６名 

・定期的な面談や本人からの要望を通じて、離職者を極力生じさせ

ないよう、定着に当たっての必要な支援を継続的に実施。 

・離職者が生じた場合は、本人の同意を得たうえで離職理由を聴取

し、その要因の把握・分析を実施。 

③満足度に関する目標 

〇令和４年６月１日時点の満足度 ９０．３％（満足・やや満足と回

答した者の割合） 

④キャリア形成に関する目標 

〇定期的な面談等を通じて、本人と職務が適切にマッチングできてい

るか把握のうえ、必要に応じた見直しを実施。 

〇本人の希望等を踏まえた研修の周知・企画を通じて、多数の職員が

職務につながる研修を受講。 

〇詳細は「取組内容の実施状況」のとおり。 

取組内容の実

施状況 

１．障害者の活躍を推進する体制整備 

(1)組織面 

〇推進チームによる打合せを必要に応じて開催し、障害者雇用に関す

る課題や認識を共有するとともに、計画の実施状況の把握・点検を

随時実施。 

〇支援者等と主に以下のとおり連携。 

・職場見学会や採用面接、採用後の本人との面談等の機会に際し、

必要に応じて支援機関の職員を同席。 

・職場定着を支援するため、公共職業安定所や外部専門業者を活用。

・障害者雇用に積極的に取り組む企業への訪問や同社社員による講

演会を開催。 

〇人事異動に併せ、障害者職業生活相談員を適切に選任するとともに、

電子メールや省内イントラネットを用いて障害者に周知。 

(2)人材面 

〇障害者職業生活相談員を中心に、障害者職業生活相談員資格認定講

習や職場適応支援者養成研修を受講。 

〇障害者雇用担当職員を中心に、就労支援機関や特別支援学校、障害

者雇用に積極的に取り組む企業への訪問を実施。 

〇障害者とともに働く職員を中心に、以下の外部主催研修に参加。 

・障害者雇用キーパーソン養成講習会 

・精神・発達障害者しごとサポーター養成講座 

・知的障害者雇用促進セミナー 

・障害者雇用セミナー 

・障害者就業・生活支援センターによる研修 

〇また、以下の省内研修を実施。 

・外部専門業者による職場研修（障害者に対する接し方、障害のあ
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る職員との働き方） 

・労働局や公共職業安定所、就労支援機関と連携した職場研修 

・障害者職業生活相談員や人事担当者による職場研修 

２．障害者の活躍の基本となる職務選定・創出 

〇募集・採用に当たって、採用後の職務は本人の適性や障害の状況に

応じて調整する旨を明示。また、採用前に職場見学会や職場実習、

勤務条件の打合せの機会を設ける等、本人の能力や希望を踏まえた

職務選定を検討。 

〇採用後は、定期的な面談や本人からの要望を通じて、本人と職務が

適切にマッチングできているか把握し、必要に応じた見直しを実施。

なお、具体的な見直し事例は以下のとおり。 

・「作業期限や優先順位を明確にする」等、障害特性に配慮した業

務指示を行い、選定した職務が円滑に遂行されるよう配慮。 

・定期的な面談や日頃の職務遂行状況を通じて、業務上の懸念点や

障害特性を踏まえた業務に対する適性を特定。適性を踏まえて職

務の見直しを行うことで、本人の職務遂行能力の開発及び業務効

率化に大きく貢献。 

３．障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

(1)職務環境 

〇本人からの要望等を踏まえ、施設の環境整備や就労支援機器の導入

を実施。なお、主な対応事例は以下のとおり。 

・車椅子利用者等向けの事務室レイアウト変更 

・トイレ改修 

・視力障害者用の外付けパソコンディスプレイ購入 

・視線が気になる職員への対応としてパーテーション設置 

〇職場定着度合いや本人からの要望を踏まえ、職場による定期的な面

談や外部専門業者による定着支援のための面談を実施し、職務環境

についての要望、仕事の不安や悩み等について把握のうえ、必要な

支援を継続。なお、主な対応事例は以下のとおり。 

・人事異動による職務環境の変化に対する不安を軽減するため、配

慮事項等をまとめた文書を作成し、障害者の周囲の職員に対し周

知。 

・職場内のコミュニケーションに不安を抱える障害者について、本

人と相談のうえ、周囲の職員へ障害特性を改めて共有。また、合

理的配慮をすべき範囲を再確認。 

(2)募集・採用 

〇特別支援学校の生徒や就労支援機関の利用者等を対象とした職場実

習を複数の機関で実施。 

〇職場実習の結果を踏まえた選考の実施等、障害特性に配慮した選考

を実施。 

〇本人からの要望を踏まえ、面接時における支援者等の同席や職場見

学会におけるパーテーションの設置等の配慮を実施。また、必要に

応じて、採用当初は短い勤務時間とし、体調や習熟状況等に応じて

徐々に勤務時間を延ばす等の配慮を実施。 

〇募集・採用に当たって、計画において取扱わないこととした項目を

遵守。 
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(3)働き方 

〇本人からの要望や障害特性を踏まえ、利用可能なテレワーク勤務や

フレックスタイム制等を案内し、勤務日・勤務時間を柔軟に設定。

体調の変化や休憩時間の確保等のため、本人から勤務時間の変更に

ついて要望があった際には、支援者等からの意見を踏まえ柔軟に対

応。 

〇採用時や本人から相談があった際に利用可能な休暇制度を説明して

いるほか、省内イントラネットに各種休暇制度の概要を掲載し、常

に制度を確認できる環境を整備。 

(4)キャリア形成 

〇定員の範囲内で、ステップアップの枠組みを活用した常勤官職への

任用を推進。 

〇任期付き非常勤職員から、任期終了後における職場外での就労の意

思を把握したため、本人の希望を聴取したうえ、今後就労先で想定

される出勤体制や業務（接遇や電話対応等）機会を付与する等、本

人の今後のキャリア形成に資する配慮を実施。 

〇障害のある職員からの希望等を踏まえ、外部専門業者や特定非営利

活動法人と連携したストレスマネジメントやソーシャルスキルトレ

ーニングに関する研修を実施。 

〇また、各種研修（業務系統別研修や業務システム操作研修等）につ

いて広く周知するとともに、本人の希望や障害特性に配慮したうえ

で、受講の機会を適切に付与。 

(5)その他の人事管理 

〇職場定着度合いや本人からの要望を踏まえ、職場による定期的な面

談や外部専門業者による定着支援のための面談を実施のうえ、柔軟

な状況把握・体調配慮を随時実施。なお、主な対応事例は以下のと

おり。 

・要望の自発的な発信が困難な職員に対して、職場側から意識的に

声掛けを実施し、適度な休憩や体調不良時の休暇の取得を慫慂。 

・様々な事情によりまとまった休暇等の取得が必要となった職員に

ついて、本人の要望や医療機関の意見等を考慮しつつ、休暇中に

よくコミュニケーションをとる、復帰時に慣らし勤務を行うなど

の対応を実施。 

〇本人からの要望等を踏まえ、障害特性に配慮した通勤手段（自動車

通勤や駐車場の優先利用等）や経路を検討し、対応を実施。 

○本人の希望を踏まえ、「就労パスポート」の活用により、本人・就

労支援機関・職場で障害特性等についての情報を共有し、適切な支

援や配慮を実施。 

４．その他 

〇国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する

法律に基づき、財務省の調達方針を定め、障害者就労施設等からの

物品等の調達の推進を図っており、例えば、競争参加資格を定める

に当たっては、法定雇用障害者数以上の障害者を雇用していること

に配慮する等、障害者の就労を促進するために必要な措置を講ずる

よう努めた。 

点検結果 〇各取組を着実に実施し、掲げた目標を概ね達成。引き続き、目標達

成に向けて各取組を推進する。 
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